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現  行 改正後 

７－８ 取引時確認等の措置 

犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成１９年法律第２２号。以下

「犯収法」という。）に基づく取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引

の届出等の措置（犯収法第 11 条に定める取引時確認等の措置をいう。以下、

「取引時確認等の措置」という。）に関する内部管理態勢を構築することは、

組織犯罪による不動産特定共同事業の濫用を防止し、我が国の不動産投資市

場に対する信頼を確保するためにも重要な意義を有している。不動産特定共

同事業者等の監督に当たっては、以下の点に留意するものとする。 

 

(1) 主な着眼点 

① 犯収法に基づく取引時確認等の措置を的確に実施するための態勢の

整備に当たっては、以下の措置を講ずるよう努めているか。 

 

 

 

（注）取引時確認等の措置の的確な実施に当たっては、「犯罪収益移転

防止法に関する留意事項について」（平成２４年１０月金融庁）を

参考にすること。 

  （新設） 

 

 

イ．～チ． （略） 

②～④ （略） 

 

(2) 監督手法・対応 

立入検査や日常の監督事務を通じて把握された取引時確認等の措置、疑

わしい取引の届出に係る課題等については、上記の着眼点に基づき、原因

及び改善策等について、ヒアリングを実施し、必要に応じて法第４０条第

１項及び第５８条第９項に基づき報告書を徴収することにより、不動産特

定共同事業者等における自主的な業務改善状況を把握することとする。 

  

７－８ 取引時確認等の措置 

犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成１９年法律第２２号。以下

「犯収法」という。）に基づく取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引

の届出等の措置（犯収法第 11 条に定める取引時確認等の措置をいう。以下、

「取引時確認等の措置」という。）に関する内部管理態勢を構築することは、

組織犯罪による不動産特定共同事業の濫用を防止し、我が国の不動産投資市

場に対する信頼を確保するためにも重要な意義を有している。不動産特定共

同事業者等の監督に当たっては、以下の点に留意するものとする。 

 

(1) 主な着眼点 

① 犯収法に基づく取引時確認等の措置及びリスクベース・アプローチ

を含む「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイ

ドライン」（以下「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」という。）

記載の措置を的確に実施するための態勢の整備に当たっては、以下の

措置を講じているか。 

（注１）取引時確認等の措置の的確な実施に当たっては、「犯罪収益移

転防止法に関する留意事項について」（平成２４年１０月金融庁）

を参考にすること。 

（注２）リスクベース・アプローチとは、自己のマネー・ローンダリ

ング及びテロ資金供与リスクを特定・評価し、これを実効的に低減

するため、当該リスクに見合った対策を講ずることをいう。 

イ．～チ． （略） 

②～④ （略） 

 

(2) 監督手法・対応 

   立入検査や日常の監督事務を通じて把握された取引時確認等の措置、疑

わしい取引の届出、マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン記載の措置

に係る課題等については、上記の着眼点に基づき、原因及び改善策等につ

いて、ヒアリングを実施し、必要に応じて法第４０条第１項及び第５８条

第９項に基づき報告書を徴収することにより、不動産特定共同事業者等に

おける自主的な業務改善状況を把握することとする。 
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現  行 改正後 

また、顧客管理態勢に不備があるなど事業参加者の利益の保護の観点から

重大な問題があると認められるときには、不動産特定共同事業者、小規模

不動産特定共同事業者又は適格特例投資家限定事業者に対し、法第３４

条、第５１条又は第６１条第５項の規定に基づく指示等を発出するものと

する。更に、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、不動産特

定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者又は適格特例投資家限定事業

者に対し、法第３５条、第５２条又は第６１条第６項に基づく業務停止命

令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項は７

－７－１による。）。 

（注）取引時確認の取り扱いについては、必要に応じ別途、犯収法に

基づき必要な措置をとることができることに留意する。 

（以下略） 

 また、顧客管理態勢に不備があるなど事業参加者の利益の保護の観点か 

ら重大な問題があると認められるときには、不動産特定共同事業者、小規 

模不動産特定共同事業者又は適格特例投資家限定事業者に対し、法第３４ 

条、第５１条又は第６１条第５項の規定に基づく指示等を発出するものと 

する。更に、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、不動産特 

定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者又は適格特例投資家限定事業 

者に対し、法第３５条、第５２条又は第６１条第６項に基づく業務停止命 

令等の発出を検討するものとする（行政処分を行う際に留意する事項は７ 

－７－１による。）。 

（注）取引時確認の取り扱いについては、必要に応じ別途、犯収法に 

基づき必要な措置をとることができることに留意する。 

（以下略） 
 


